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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月20日(2020.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）下記一般式（Ｉ）で表され、分子量が５００～２０００であり、１分子内に２以上
のマレイミド基を有する化合物、
（Ｂ）熱硬化性化合物、
（Ｃ）イミダゾール基を有する化合物、及び
（Ｄ）銀被覆銅合金粉である導電性フィラー
を少なくとも含有する、導電性樹脂組成物。
【化１】

　但し、式（Ｉ）中、Ｘは、脂肪族、脂環式、又は芳香族の炭化水素基であって、主鎖の
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炭素数が１０～３０である炭化水素基を示し、これらの基は、ヘテロ原子、置換基、又は
シロキサン骨格を有していてもよい。
【請求項２】
　前記熱硬化性化合物（Ｂ）が、
　常温で固体であるエポキシ樹脂、常温で液体であるエポキシ樹脂、及び（メタ）アクリ
レート化合物からなる群より選択される少なくとも１種である、
　請求項１に記載の導電性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記イミダゾール基を有する化合物（Ｃ）の含有量が、前記マレイミド基を有する化合
物（Ａ）と前記熱硬化性化合物（Ｂ）との合計量１００質量部に対して、０．５～５０質
量部である、請求項１又は２に記載の導電性樹脂組成物。
【請求項４】
　前記導電性フィラー（Ｄ）の含有量が、前記マレイミド基を有する化合物（Ａ）と前記
熱硬化性化合物（Ｂ）との合計量１００質量部に対して、２００～１８００質量部である
、請求項１～３のいずれか１項に記載の導電性樹脂組成物。
【請求項５】
　電子部品のパッケージのシールド用である、請求項１～４のいずれか１項に記載の導電
性樹脂組成物。
【請求項６】
　基板上に電子部品が搭載され、この電子部品が封止材によって封止されたパッケージが
シールド層によって被覆されたシールドパッケージの製造方法であって、
　基板上に複数の電子部品を搭載し、この基板上に封止材を充填して硬化させることによ
り前記電子部品を封止する工程と、
　前記複数の電子部品間で封止材を切削して溝部を形成し、これらの溝部によって基板上
の各電子部品のパッケージを個別化させる工程と、
　前記個別化したパッケージの表面に、請求項１～５のいずれか１項に記載の導電性樹脂
組成物を噴霧により塗布する工程と、
　前記パッケージの表面に導電性樹脂組成物が塗布された基板を加熱して、前記導電性樹
脂組成物を硬化させることによりシールド層を形成する工程と、
　前記基板を前記溝部に沿って切断することにより個片化したシールドパッケージを得る
工程と
　を少なくとも有する、シールドパッケージの製造方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に係る導電性樹脂組成物は、（Ａ）下記一般式（Ｉ）で表され、分子量が５００
～２０００であり、１分子内に２以上のマレイミド基を有する化合物、（Ｂ）熱硬化性化
合物、（Ｃ）イミダゾール基を有する化合物、及び（Ｄ）銀被覆銅合金粉である導電性フ
ィラーを少なくとも含有するものとすることができる。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
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